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電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文 

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
（
抄
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
協
定
等) 

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
協
定
等) 

第
十
条 

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
協
定
又
は
契
約
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

（
同
上
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
同
上
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の

た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
二
条
第
七
号 

 
 
 
 
 
 

に
規
定
す
る
利

用
者
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用

い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）

、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
の
利
用
又
は
運
用
に
関

す
る
協
定
又
は
契
約 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の

た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
利

用
者
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用

い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）

、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
の
利
用
又
は
運
用
に
関

す
る
協
定
又
は
契
約 

（
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
等
） 

（
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
等
） 

第
十
一
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
総
務
省
令
は
、
次
に
掲
げ
る
総
務

省
令
（
第
九
号
に
掲
げ
る
総
務
省
令
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
回
線
非
設
置
電
気
通
信

事
業
（
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る

電
気
通
信
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
定
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
十
一
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
総
務
省
令
は
、
次
に
掲
げ
る
総
務

省
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
総
務
省
令 
（
新
設
） 

二 

法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 

三 

法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 

四 

法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 



 

2 

五 

法
第
二
十
七
条
の
十
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 

六 

法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 

七 
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

に
限
る
。
） 

一 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て

、
電
気
通
信
事
業
（
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
電
気
通
信
役

務
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
定
め

ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

八 

法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
限
る
。
） 

二 

法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ

つ
て
、
電
気
通
信
事
業
に
関
し
定
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

九 

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省

 
 

令 

三 

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省

令 

十 

法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
方
法
を
定
め

る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
限
る
。
） 

四 

法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
総
務
省
令
（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
方
法
を
定
め

る
も
の
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
事
業
に
関
し
定
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
一 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
総
務
省
令 

（
新
設
） 

２ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
命

令
そ
の
他
の
処
分
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
に

あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
回
線
非
設
置
電
気
通
信
事
業
に
関
し
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
命

令
そ
の
他
の
処
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
七
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
く
命
令 

（
新
設
） 

二 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
（
電
気
通
信
事
業
に
関
し
行

わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
命
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
（
第
一
号 

 
 
 
 

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
命
令
（
電
気
通
信
事
業
に
関
し
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

三 

法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
可
（
電
気
通
信
事
業
に
関
し
行
わ
れ
る
も

の
に
限
る
。
） 

五 

法
第
五
十
四
条
（
法
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

四 

法
第
五
十
四
条
（
法
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
命
令 

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
命
令 

六 

法
第
七
十
三
条
の
四
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
く

命
令 

五 

法
第
七
十
三
条
の
四
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
く

命
令 

３ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
（
そ
れ
ぞ
れ

回
線
非
設
置
電
気
通
信
事
業 

に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

３ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
届
出
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
届
出
（
電
気
通
信
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一 

法
第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
届
出 

（
新
設
） 

二 

法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出 

（
新
設
） 

三 

法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出 

（
新
設
） 

４ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
の
総
務
省
令
を
定
め
、
又
は
第
二
項
各
号
の
命
令

そ
の
他
の
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の

長
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

（
同
上
） 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
各
号
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
そ

の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
三
項 

 

の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
そ

の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 


